
市民活動支援センター開設による影響・効果

資料３

平成27年1月に開設以来、広報誌やホームページなどの周知や口コミ等の影響が

加わり、平成30年3月で99団体となっている。登録団体が増えることにより、登

録団体への支援が円滑になり、またセンターを介して団体同士のネットワークの

形成促進、更に市民の参加の機会が広がることが期待される。

１．利用登録団体登録数の増加
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3月に市民活動団体と自治会等が交流を図ることを目的とした「おづぷらざフェス

タ」を開催しており、自治会を含む30団体（平成28年度実績）が参加した。これ

により、市民活動団体と自治会が連携して事業を行うケースが増えてきている。

ボランティアセンターを設置している社会福祉協議会とも連携が密になってお

り、講座を共催で行うなどの取組を行っている。

２．団体のネットワークによる活動の広がり

泉大津市がんばろう基金を活用し団体の活動事業への補助金を交付する制度で、

平成21年度より実施しているが、年度によって変動はあるものの、平成26年度ま

での過去6年間の申請団体は平均4団体であったが、平成27年度、28年度はいずれ

も7団体、29年度は8団体の申請があった。

３．がんばる市民公益活動応援補助金申請団体の増加
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センター利用登録団体の推移



がんばる市民公益活動応援補助金

広報いずみおおつ（H29.8）

2

補助団体の紹介（順不同）



松下食育農業塾

おづぷらざニュースVol.10（H29.9)

広報いずみおおつ（H29.10）

特定非営利活動法人 泉大津市 和花

3



広報いずみおおつ（H29.9）EFFC

絵本の会 ぽっかぽか おづぷらざニュースVol.8（H29.3)
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おづぷらざニュースVol.8（H29.3)NPO法人わかばの森アフタースクール

ねころじの会
おづぷらざニュースVol.8（H29.3)
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ホンノワ まちライブラリー

おづぷらざニュースVol.10（H29.9)
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２．地域コミュニティ活性化補助事業
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市民公益活動の推進（第12条～第13条）

 地域コミュニティ活性化補助金事業
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 自治会活動活性化事業
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 まちづくり協議会設立支援事業
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人材の育成

 講演会・セミナーの開催



泉大津市地域人材育成支援補助金（概要）

１ 概要

市民等の市政への参画及び市民公益活動の活性化を図るため、市民等が市職員とともに

又は自らが全国の先進的な取組み等を学ぼうとする場合に、その要する費用に補助金を交付

する。

２ 補助対象者

⑴ 次のすべてに該当する市民公益活動団体

ア 非営利で公益を目的として活動を行っている団体又は活動を始めようとしている団体

イ 団体の運営に関する規約、会則、定款その他の定めがある団体

ウ ３人以上の者で構成される団体で、その構成員の２分の１以上の者が本市内に住所

を有し、本市内の事務所若しくは事業所に勤務し、又は本市内の学校に在学している

者である団体

⑵ 研修等で学んだことを生かし、市民公益活動団体の設立や市民公益活動に参加する者

３ 補助対象経費

補助の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。ただし、交通費及び宿泊費は、泉大

津市職員旅費条例の規定による算出額を限度とする。

⑴ 受講料及びテキスト代

⑵ 交通費及び宿泊費等の旅費

４ 概算払等【追加】

⑴ 補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めた場合においては、概算払をす

ることができるものとする。

⑵ 概算払を受けようとする補助対象者は、交付決定通知後、地域人材育成支援補助金概

算払交付請求書(様式第１０号)に理由を付して市長に提出しなければならないものとする。

15

 元気な泉大津づくり地域人材育成支援事業
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30年度の主な取組

 がんばる市民公益活動応援補助金事業（制度改正）
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 広報いずみおおつ等への市民活動団体情報掲載基準（案）
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